
参考資料

Ⅳ.
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3.  書面調査について

調査目的

• 書面調査は連携法人の業務実施状況や制度面・運用面での課題等を把握するため、連携法人の事務局に対して

実施した。

実施概要

調査対象

• 連携法人44法人（2024年9月1日時点）のうち、35法人より回答があった（回答率79.5％）。

調査項目

• 設問は「地域医療連携推進法人制度に関するアンケート調査（2021年12月実施）」をもとに、

以下の6事項について、取組の成果等に関する設問を追加設定した。

• 選択式の設問を基本とし、意見がある場合には自由に記載できる回答欄を設けた。

• 集計にあたっては匿名化し、記載された自由回答についても法人名がわからないように加工した。

調査期間

• 2024年9月4日～9月30日

1：連携法人の概要（事業報告書に記載のない事項）

2：地域医療連携推進連携法人設立の動機について

3：地域医療連携推進連携法人のメリット・デメリットについて

4：業務の実施状況・実績

5：新型コロナウイルス感染症に対しての地域医療連携推進連携法人の対応状況

6：その他
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• 経常収益・経常費用ともに1001万円以上の区分の連携法人数が多い。

• 医療連携推進業務の事業費率は2022年度から2023年度にかけて50％～60％の区分の連携法人数が多い。

地域医療連携推進法人の概要（直近3カ年の財務状況）

3.  書面調査について

図表：経常収益の分布

図表：経常費用の分布

図表：医療連携推進業務の事業費率の分布
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• 外部監査費用（2023年度）の平均値は23.2万円、中央値は15.0万円で、19法人（54.3％）が無回答又は

年間20万円以下であった。

• 会費徴収は87.9％の法人で行われており、会費以外の収益が発生している連携法人は48.5％となっている。

会費以外の収益は、平均値と中央値で大きく差が生じていることから、地域医療介護総合確保基金等の補助金、

車両管理等による業務受託料、その他事務手数料等の収益を得ている連携法人と、それ以外の連携法人の収益

の差が大きいことが推察される。

地域医療連携推進法人の概要（外部監査費用、会費）

3.  書面調査について

図表：外部監査費用（2023年度）の分布

図表：会費徴収有無

図表：会費以外の収益の有無
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▼外部監査費用／年

▼会費以外の収益／年
48.5%
（16法人）

あり

51.5%
（17法人）

なし

▼会費／年
87.9%
（29法人）

あり

12.1%
（4法人）

なし
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• 事務所は参加法人内のスペースを利用している連携法人が90％以上を占めている。

• 多くの連携法人は職員の直接雇用はなく、兼務出向職員での運営となっている。直接雇用を行っている施設は

平均値、中央値で大きく差が生じていることから推察される通り、多数の職員により運営されている連携法人と

それ以外の連携法人に分かれている。

地域医療連携推進法人の概要（事務所、職員）

3.  書面調査について

図表：事務所の状況

図表：直接雇用職員の状況

図表：兼務出向職員の状況

平均値 2.6人

中央値 2.0人

平均値 7.1人

中央値 1.0人

90.9%
（30法人）

参加法人施設内

9.1%
（3法人）

外部施設

▼兼務出向職員数（31法人）

11.4%
（4法人）

なし

88.6%
（31法人）

あり
兼務出向職員

▼直接雇用職員数（3法人）

8.6%
（3法人）

あり

91.4%
（32法人）

なし
直接雇用
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• 運営上の課題としては、①業務・費用負担、⑥連携拡大に関する記載が多い。

地域医療連携推進法人の概要（運営上の課題）

3.  書面調査について

図表：運営上の課題

自由記載・抜粋

①業務・費用負担

• 事業規模によらず運営上の事務処理も多く負担が大きい。兼職かつ同一法人の職員のみで運営を行っているため、
負担が1法人に偏っている。

• 病院事務業務と兼務のため、今後参加法人が拡充した場合、法人業務が増えたことによる業務負担増となる。

②手続きの煩雑さ

• 連携推進法人として職員への人件費が発生していないことについて公認会計士より指摘があった。

• 理事の定年退職に伴う対応、隣接医療圏の法人の参加、参加法人拡大による経費負担増等への対応が
課題である。

③活動の停滞

• コロナ禍により活動が停滞している。

• 退会法人が発生し、活動が限定的となっている。

④事業費率50％要件

• 費用構成は、ほとんどが支払報酬や会議費等、法人会計として計上される費用である。
また、設立から間もなく収入源が限られていて財政基盤が整っていない段階では要件を満たすことが難しい。

• 直接雇用すると人件費（法人本部費）が増加し、医療連携推進業務50％超の維持が困難である。

⑤人手不足

• 収益は会費のみであるため事務局職員を雇用することは難しい。

• 小規模同士の連携であり、マンパワーの捻出も厳しい状況にある。

⑥連携拡大

• 連携法人活動が参加法人への負担となっている。
（費用面での問題もあり、上記負担感を補えるような新たな取組が難しい）
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6

①業務・費用負担

②手続きの煩雑さ

③活動の停滞

④事業費率50％要件

⑤人手不足

⑥連携拡大

①業務・費用負担

②手続きの煩雑さ

③活動の停滞

④事業費率50％要件

⑤人手不足

⑥連携拡大
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• 連携法人設立に至った外部要因については、⑦医療機関の再編や統合の必要性、④地域に不足している医療

機能がある、⑥再編を実現するため連携法人の病床融通制度の活用が必要等の選択が多い。

• 再編や統合を要因にあげた、法人の77.8％は地域医療構想に沿った病床機能転換、削減、再編を目的としていた。

地域医療連携推進法人設立の動機について

3.  書面調査について

図表：連携法人設立に至った直接の動機（外部要因）
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①人口減少により患者が減少

②高齢化により疾病構造が変化

③地域に重複した機能の医療機関が多い

④地域に不足している医療機能がある

⑤患者の転院及び受け入れにおける病院間の連携に課題

⑥再編を実現するため病床融通制度の活用が必要

⑦役割分担の連携のために医療機関の再編や統合が必要

① 人口減少により患者が減少

② 高齢化により疾病構造が変化

③ 地域に重複した機能の医療機関が多い

④ 地域に不足している医療機能がある

⑤ 患者の転院及び受入れにおける病院間の連携に課題

⑥ 再編を実現するため連携法人の病床融通制度の活用が必要

⑦ 役割分担の連携のために医療機関の再編や統合が必要

図表： 前問で⑦を選択した法人のうち地域医療構想に沿った病床機能転換・削減・再編を目的としたもの

自由記載（抜粋）

• ノウハウや仕組みの提供、医療従事者の質の向上や職員派遣といった支援により、地域医療構想の実現に
寄与するため。

• 人口の減少と少子高齢化により疾病構造の急激な変化が生じており、医師の高齢化や専門医の減少により
医療機能が低下し、医療機関の廃院や施設化で地域医療も大きく変わろうとしているため。

• 医療従事者の確保が困難な地域であるため、法人内での医療従事者の出向等が必要と考えた。

• 開業医の高齢化による閉院の可能性があり、病院間の連携を強化する必要があった。

• 現有医療資源を有効活用することで、ハードを増やさずに地域ニーズに応えていくには、ベッド及び医療リソースの
地域でのコントロールが肝要であるため、将来にわたって地域で必要な医療・介護サービスを確保していくためには、
地域医療連携推進法人制度を活用した病床機能の分担や業務の連携が必要であるため。

• 将来にわたり地域で必要な医療・介護サービスを確保していくために、地域医療連携推進法人制度を活用した
病床機能の分担や業務の連携が必要であるため。

77.8%
（14法人）

該当する

22.2%
（4法人）

該当
しない
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• 連携法人設立に至った内部要因については、②人材確保が困難、⑥地域医療構想、働き方改革等への対応が

困難という人材に関する課題を挙げている法人が多い。自由記載でも人材確保、育成に関しての課題や病床運用

について1法人単体では効率化に限界を感じた等の理由の記載が見受けられた。

地域医療連携推進法人設立の動機について

3.  書面調査について

図表：連携法人設立に至った直接の動機（内部要因）
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①病床稼働率が低下

②人材確保が困難

③後継者が不足、あるいは確保できていない

④将来的な参加法人間での合併や事業譲渡などが必要

⑤設備資金が確保が困難

⑥地域医療構想、働き方改革等への対応が困難

自由記載（抜粋）

• 同一法人内での必要病床の融通ができなくなったため。

• 1法人単体で地域医療構想をはじめとした医療政策に対応するには限界がある。

• 病院再編統合に向けた統合病院間の人事交流。

• 連携法人内の専門職の融通があれば事業連携が進む。

• 地域の面としての在宅医療推進を行う必要がある。

①病床稼働率が低下

②人材確保が困難

③後継者が不足、あるいは確保できていない

④将来的な参加法人間での合併や事業譲渡等が必要

⑤設備資金の確保が困難

⑥地域医療構想、働き方改革等への対応が困難
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• 連携法人を選択した理由として、既存の連携強化の枠組みとの比較では①個別の人的関係だけでなく公式な

関係を構築したい、合併との比較では①各参加法人の独自性を維持したまま連携関係を強化したいという回答が

特に多い。

地域医療連携推進法人設立の動機について

3.  書面調査について

図表：連携法人を選択した理由（既存の連携強化との比較）

図表：連携法人を選択した理由（医療法上の合併との比較）

自由記載（抜粋）

• 法人の枠組みの中で連携することにより医療行政の急激な方針転換に対応できると考える。

• 診療機能の集約化と連携のために、参加法人間で必要病床のやり取りが必要となってくるため。

• 相互に補完し合える強みを生かした連携体制の構築・連携強化が図れることから。

• 医師会スキームでもなく、行政スキームでもなく、最上位に医療の連携を掲げることができ、医師会とも行政とも
連携して動くことが求められる。限りなく公的に近い枠組みで、医療圏が比較的大きく設定できたため。

• 株式会社の直接的な参入ができない、と明記してある部分も気に入った。
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①個人的な人的関係だけでなく公式な関係を構築したい

②法人間の関係が影響を受けないよう形式化したい

③連携法人のみにできる事業があった

④今後の連携を考えるうえで対等の立場で物事を進める必要がある

30
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15
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①各法人の独自性を維持したまま連携を強化したい

②合併には膨大な労力とエネルギーを要し、今回は難しい

③開設者が異なりすぐの合併が 難しい

④合併しなくても、連携法人のみにできる事業があった

⑤最終的に合併のための準備期間として連携法人を活用

① 個別の人的関係だけでなく公式な関係を構築したい

② 法人間の関係が影響を受けないよう形式化したい

③ 連携法人のみにできる事業があった

④ 今後の連携を考えるうえで対等の立場で物事を進める必要がある

① 各法人の独自性を維持したまま連携関係を強化したい

② 合併には膨大な労力とエネルギーを要し、今回は難しい

③ 開設者が異なりすぐの合併が難しい

④ 合併しなくても、連携法人のみにできる事業があった

⑤ 最終的に合併のための準備期間として連携法人を活用



144

• 連携法人のメリットとして意見交換では①医療機関のトップが直接顔を合わせて連携や機能分担について話し合う

場ができたこと、地域医療構想の推進に関しては①病床変更による医療機関の役割分担の明確化という回答が

多い。医療の質の向上、その他に関しては回答は人材採用、育成に関する選択肢が特に選択されていた。

地域医療連携推進法人のメリット・デメリットについて

3.  書面調査について

図表：実感しているメリット（意見交換・情報交換の活発化）

図表：実感しているメリット（地域医療構想の推進、役割分担・連携の強化）

図表：実感しているメリット（医療の質の向上、その他）
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①医療機関のトップが直接顔を合わせて連携や機能分担について話し合う場ができた

②参加法人間での距離感が縮まり、経営的にも率直な話ができるようになった

③各法人のさまざまな職種間で連携が進み建設的な提案により、業務の効率化につながっている

④まだ成果はない

31
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6
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①病床変更による医療機関の役割分担の明確化

②病床変更による役割分担等の結果、地域医療構想の実現に寄与

③患者の紹介・逆紹介、転院が円滑になった

④参加法人の病院において、病床稼働率が改善

⑤病床稼働率の改善などの結果、参加法人の病院で経営改善効果

⑥まだ成果はない
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6

①医師の確保で参加法人単独より交渉力が大きい(対大学医局等)

②在籍出向や人事交流がスムース

③中心となる参加法人のノウハウも活用し、質の高い共同研修が開催

④研修効果の向上、受講機会の拡大、経費の削減、業務量の軽減など

⑤共同研修等によって診療報酬上の加算が算定できている参加法人がある

⑥さまざまな医療スキル等の標準化が図られ、一定の質が担保できるようになった

⑦医薬品等の共同購入(共同交渉)による経済効果が見られた

⑧委託契約の方法など経営管理上のノウハウが共有化された

⑨まだ成果はない

① 医療機関のトップが直接顔を合わせて
連携や機能分担について話し合う場ができた

② 参加法人間での距離感が縮まり、
経営的にも率直な話ができるようになった

③ 各法人の様々な職種間で連携が進み建設的な提案により、
業務の効率化につながっている

④ まだ成果はない

① 病床変更による医療機関の役割分担の明確化

② 病床変更による役割分担等の結果、
地域医療構想の実現に寄与

③ 患者の紹介・逆紹介、転院が円滑になった

④ 参加法人の病院において、病床稼働率が改善

⑤ 病床稼働率の改善等の結果、
参加法人の病院で経営改善効果

⑥ まだ成果はない

① 医師の確保で参加法人単独より
交渉力が大きい（対大学医局等）

② 在籍型出向や人事交流がスムース

③ 中心となる参加法人のノウハウも活用し、
質の高い共同研修を開催

④ 研修効果の向上、受講機会の拡大、
経費の削減、業務量の軽減等

⑤ 共同研修等によって
診療報酬上の加算が算定できている参加法人がある

⑥ 様々な医療スキル等の標準化が図られ、
一定の質が担保できるようになった

⑦ 医薬品等の共同購入（共同交渉）による
経済効果が見られた

⑧ 委託契約の方法等経営管理上のノウハウが共有化された

⑨ まだ成果はない
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3.  書面調査について

自由記載（抜粋）

• 話し合う場ができたことで、新型コロナウイルス感染症での対応においては、病院間の情報交換会の開催、感染症か
ら回復した患者の転院調整要領の制定等による円滑な情報連携ができた。

• 情報システム（コマンドセンター）を用いた情報連携を進めている。

• 一部の医療機関での病床移動により、地域医療構想の実現に寄与したと考えている。

• 高額医療機器共同利用マニュアルの策定により、参加法人が保有する高額な医療機器の共同利用が促進された。
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• 連携法人のデメリットとしては⑫医療機能の分化・連携等、医療機関の役割分担を進めるための連携法人への

財政支援が不充分、①外部監査費用が連携法人の事業規模に比して負担感がある、⑤代表理事の再任について、

都道府県知事があらかじめ医療審議会の意見を聴くことになっており、手間を要し非効率であるといった回答が多い

（上記の⑤について、2023年の医療法改正により、再任時の都道府県知事の認可及びこれに伴う都道府県

医療審議会への意見聴取は不要となっている）。

地域医療連携推進法人のメリット・デメリットについて

3.  書面調査について

図表：各種事業の運営にあたってのデメリットや問題点

自由記載（抜粋）

（デメリット）

• 参加病院が自治体病院の場合、病院の運営は行政の管轄であり、連携法人が意見照会する余地は無い。
大規模法人の運営する病院も、事実上、意見照会の余地は無い。

• 今後、連携事業が定着した場合、50%超とされている医療連携推進業務の事業比率を満たすことが困難になる。

• 医療機能の分化には病床融通や財政支援等の制度利用によるメリットがあるが、法人組織の運営や業務連携に
関する支援がない。

• 特に情報連携部分に関して費用負担が大きくシステム導入が進まない。

• 連携法人に付与されるインセンティブもなく、連携法人の設立や事業によって生じる収益面でのメリットが少ない。

15

8

11

3

13

2

4

8

10

2

6

17

4

①外部監査費用が連携法人の事業規模に比して負担感がある

②すべての連携法人に外部監査が必要となることについて、一定規模以上とされている医療法人と比較して不公平感がある

③医療連携推進業務の事業比率が50％超である要件が支障となり、機動的な活動ができなかったり、活動の幅が狭まったりしてい

る

④参加法人自身の運営に関する重要事項の決定にあたっては、連携法人に意見照会が必要なため、法人の意思決定が遅くなっ

た

⑤代表理事の再任について、都道府県知事があらかじめ医療審議会の意見を聴くことになっており、手間を要し非効率である

⑥地域の個人医療機関が参加法人としては参画できない

⑦全国的に展開する公的医療機関やグループ法人に所属している地域の医療機関の参画が思うように進んでいない

⑧連携法人設立後、新たに連携法人に参入するインセンティブがなく、参加法人が増えにくい

⑨事務局体制が十分でないことなどから、住民等に対して連携法人の取り組みをインターネット等において周知することが十分にでき

ていない

⑩評議会等の各種会議体の書類様式が定まっておらず、報告内容が形骸化してしまっている

⑪在籍出向や人事交流を具体的に実施するにあたり、そのための規程の修正等の対応が難しい

⑫医療機能の分化・連携等、医療機関の役割分担を進めるための連携法人への財政支援が不充分

⑬特にない

① 外部監査費用が連携法人の事業規模に比して負担感がある

② すべての連携法人に外部監査が必要となることについて、
一定規模以上とされている医療法人と比較して不公平感がある注

③ 医療連携推進業務の事業比率が50％超である要件が支障となり、
機動的な活動ができなかったり、活動の幅が狭まったりしている

④ 参加法人自身の運営に関する重要事項の決定にあたっては、
連携法人に意見照会が必要なため、法人の意思決定が遅くなった

⑤ 代表理事の再任について、都道府県知事があらかじめ医療審議会の
意見を聴くことになっており、手間を要し非効率である

⑥ 地域の個人医療機関が参加法人としては参画できない注

⑦ 全国的に展開する公的医療機関やグループ法人に所属している
地域の医療機関の参画が思うように進んでいない

⑧ 連携法人設立後、新たに連携法人に参入するインセンティブがなく、
参加法人が増えにくい

⑨ 事務局体制が十分でないこと等から、住民等に対して連携法人の
取組みをインターネット等において周知することが十分にできていない

⑩ 評議会等の各種会議体の書類様式が定まっておらず、
報告内容が形骸化してしまっている

⑪ 在籍型出向や人事交流を具体的に実施するにあたり、
そのための規程の修正等の対応が難しい

⑫ 医療機能の分化・連携等、医療機関の役割分担を進めるための
連携法人への財政支援が不充分

⑬ 特にない

注：②、⑥について、地域医療連携推進法人制度について、2024年4月より「従来型」に加えて、個人立の医療機関・介護事業所等の参加を可能とし、
外部監査の実施等の一部事務手続きを緩和とする「新たな仕組み」が導入されている
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• 設立以降に追加参画した参加法人の有無については54.3％がありと回答しており、連携機能の充実や介護領域へ

の拡大等の理由が挙げられていた。退会した参加法人については25.7％がありと回答し、他法人への事業承継、

再編統合の他、メリットや効果が感じられないという理由も見受けられた。このような変化に伴い、医療連携推進方針

を変更している連携法人は9法人（25.7％）であった。

地域医療連携推進法人設立以降の動きについて

3.  書面調査について

図表：追加法人の有無

図表：退会法人の有無

図表：連携推進方針変更の有無

54.3%
（19法人）

あり

45.7%
（16法人）

なし

25.7%
（9法人）

あり

74.3%
（26法人）

なし

25.7%
（9法人）

あり

74.3%
（26法人）

なし
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自由記載（抜粋）

（追加参加）

• 設立時から参加予定だったが、法人本部との事務手続きの関係上、設立半年後に追加参加となったため。

• 人材交流に魅力を感じられたため。

• 医療機能の相互補完や業務委託といったメリットの享受ができるため。

（退会）

• 経営の効率化等いろいろ取組んだが大きなメリットが生まれなかったため。

• 期待していた効果を得られなかったため。

（医療連携推進方針の変更）

• 育成した介護人材の施設への派遣のマッチング事業開始のため。

3.  書面調査について
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• 新しい仕組み注については16法人（45.7％）が活用ありと回答し、今後活用予定ありと回答も18法人（58.1％）

に上った。代表理事再任時の事務手続き、外部監査手続きの負担緩和等につながったとのコメントがある一方で、

費用負担はあるものの信用担保のため、法令等に遵守しているとの評価を受けるためにという理由で新しい仕組み

活用せず外部監査を引き続き実施すると判断した法人も見受けられた。

地域医療連携推進法人の新しい仕組みについて

3.  書面調査について

図表：新しい仕組み活用状況

図表：新しい仕組み活用予定

自由記載（抜粋）

（メリット）

• 県と協議し、適切な措置を講じて外部監査の実施を省略、代表理事再任時の県への許可申請が簡略化された。

• 定款改正により、「公認会計士による外部監査の実施規定」を削除、「代表理事の再任に係る県知事許可の
不要」及び「参加法人等への資金貸付や関連事業者への出資は不可」の規定の追加した。これにより、事務負担の
軽減と経費節減につながった。

• 外部監査手続きの緩和といったメリットを受けることができる。

• 個人立の医療機関が参加できる。

注：2024年4月より、個人立の医療機関・介護事業所等の参加が可能となり、個人立が参加する連携法人は参加法人等への資金貸付や
関連事業者への出資が不可となる一方で、外部監査が原則不要となる等の一部事務手続が緩和される「新しい仕組み」が導入された

45.7%
（16法人）

あり

54.3%
（19法人）

なし

58.1%
（18法人）

あり

41.9%
（13法人）

なし
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• 共同研修は27法人（81.8%）、共同購入は12法人（36.4%）、在籍型出向・人事交流は17法人（51.5％）

が実施している。今後の予定として、共同購入、在籍型出向・人事交流、役割分担、介護事業等への関与について

は実施予定と回答した法人が多い。

業務の実施状況・実績

3.  書面調査について

図表：実施の有無（法人数）と直近3か年の実績注

事業名 現在実施 今後実施
単位
合計

2021

年度

2022

年度

2023

年度

（回答連携法人数） (33) 100.0% (34) 100.0% (18) (24) (27)

病床融通 9 27.3% 7 20.6% 件 2 2 4

資金の貸し付け 0 0.0% 0 0.0% 件 0 0 0

出資 0 0.0% 1 2.9% 件 0 0 0

共同研修 27 81.8% 25 73.5%

（内訳） 医師 21 63.6% 20 58.8% 回 38 43 44

看護師 24 72.7% 23 67.6% 回 77 165 146

その他の医療従事者 21 63.6% 21 61.8% 回 25 41 38

介護従事者 17 51.5% 17 50.0% 回 66 139 126

事務職員 18 54.5% 18 52.9% 回 66 141 129

その他 14 42.4% 11 32.4% 回 12 14 12

共同購入（共同価格交渉） 12 36.4% 24 70.6%

（内訳） 医薬品 6 18.2% 18 52.9% 品目 3,202 2,169 2,166

医療機器 4 12.1% 13 38.2% 品目 3 4 3

医療材料 8 24.2% 23 67.6% 品目 106 114 115

その他 4 12.1% 10 29.4% 品目 20 30 30

在籍型出向・人事交流 17 51.5% 22 64.7%

（内訳） 医師 14 42.4% 19 55.9% 人 1,075 1,134 1,082

看護師 10 30.3% 17 50.0% 人 9 66 105

その他医療従事者 8 24.2% 17 50.0% 人 0 41 59

介護従事者 2 6.1% 12 35.3% 人 0 0 3

事務職員 6 18.2% 13 38.2% 人 8 8 13

その他 1 3.0% 8 23.5% 人 0 0 0

医療機関の開設 0 0.0% 2 5.9% 件 0 0 0

役割分担 11 33.3% 14 41.2%

（内訳） 医療機関の再編 2 6.1% 5 14.7% 件 0 2 0

病床機能の変更 9 27.3% 11 32.4% 件 4 2 2

病床数の変更 9 27.3% 10 29.4% 件 2 4 4

診療科の再編 3 9.1% 7 20.6% 件 0 0 0

その他 1 3.0% 5 14.7% 件 0 0 0

介護事業等への関与 3 9.1% 9 26.5% 件 0 1 1

連携法人内で機能分担・連携
を図った病院建替

2 6.1% 4 11.8% 件 0 0 3

うち補助金を活用した事例 1 3.0% 2 5.9% 件 0 0 2

理事会、評議会を除く参加法人
会合（WG、部会、院長会議、
事務長会等の有無）

13 39.4% 16 47.1% 回 64 102 93

注：任意回答としたため、回答法人数が限られていることに留意が必要である
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• 連携法人が参加法人とともに、新型コロナウイルス感染症への対応を行ったとの回答は19法人（55.9%）からあり、

連携法人に参加していることによるメリットについて肯定的な回答は20法人（68.9%）であった。本制度の活用で

情報共有、意見交換の素地があることで対応がスムーズだったと評価がある一方で、そもそも地域の医療機関同士の

連携が取れている場合等でメリットを感じていない回答が見受けられた。

新型コロナウイルス感染症に対しての地域医療連携推進法人の対応状況

3.  書面調査について

図表：参加法人とともに、新型コロナウイルス感染症への何らかの対応を行ったか

図表： 全体として、新型コロナ対応において、連携法人に参加していることによるメリットはあったか

自由記載（抜粋）

• 医療機関内でクラスターが発生した際の対応方針の共有、専門医師の派遣により、早期に病院機能の回復が
できた。

• 関係者間の意思疎通がスムーズとなり、参加法人を対象とした種々の会議等を迅速に開催できた。

• 各医療機関の役割分担を明確にし、ワクチンは集団接種を基本とすることで、副反応に対する対応の準備を
万全にしつつ、迅速に効率よく進めることができた。

• 有志の若手医師が集い、コロナ自宅療養患者の診療を行う活動があっという間に全国に広まったため、このような枠
組みでの有事の連携は、破格の効果があると感じた。

• 地域柄、従来より医師会・行政・関連機関の連携が密接かつ良好であるため、連携法人の有無によるメリットの
多寡に違いはなかった。

• 情報共有等は行っていたが、コロナ対応においては国の指針に基づき、各医療機関において対応を実施していた。

55.9%
（19法人）

行った

44.1%
（15法人）

行わなかった

37.9%
（11法人）

そう思う

17.2%
（5法人）

31.0%
（9法人）

ややそう思う

どちらでも
ない

13.8%
（4法人）

そう
思わない

あまりそう思わない

0%
（0法人）
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• 連携法人間のコンタクトについては14法人（40.0％）でありと回答し、また参考としたい他法人事例があると回答

した法人は17法人（51.5％）であった。コンタクトに関しては参加法人の拡大、取組での先行事例等についての情

報交換を目的としたものが多い。

• さらなる制度活用にあたっては、医療連携推進業務の事業費率の規定や参加法人にメリットを感じさせる枠組み作り、

保健所等との棲み分け等について課題とするコメントがあった。

その他

3.  書面調査について

図表：設立後の他の連携法人とのコンタクトの有無

図表：他の連携法人の取組で参考としたい事例

さらなる活用に向けた課題等自由記載（抜粋）

（制度）

• 会費を徴収しつつ、連携法人の運営を継続するには、理念だけでなく法人参加で得られる具体的な利益が必要で
あり、例えば事業連携を促進するインセンティブとしての医療制度の見直し（例えば診療報酬等）があると思う。

• 医療連携推進業務の事業費率50％超の維持が毎年度課題となるため、緩和されることを希望する。

• 隣接している、法人が異なる医療機関間で、共同利用が可能な施設（非常時発電設備や研修棟等）を明確に
して欲しい。

• 複数法人の職員のための健康保険組合の設立を許可して欲しい。

• 税制上の優遇を検討して欲しい。

（運営）

• マーケットの縮小や人材不足の中で、連携法人が囲い込み組織にならないようにする必要がある。

• 連携法人の運営にあたっては保健所との棲み分けが曖昧であることが課題となっており、保健所と連携法人の役割や
機能分担についてアドバイスが欲しい。

40.0%
（14法人）

あり

60.0%
（21法人）

なし

51.5%
（17法人）

あり

48.5%
（16法人）

なし
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